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１　修業年限と在学期間

２　２年間の学修計画

３　既修得単位の認定

　修業年限とは、本学の教育課程を修了するために必要な期間で、３年次に編入学した者については通算２年（４
学期）と定めています。また、在学期間とは、本学に在籍することができる期間で、上限を通算４年（８学期）
と定めています。

　編入学生は、３年次から本学での学修を開始しますが、卒業までの２年間で、個々の興味に応じた体系的な履
修を行うためには、既修得単位の取扱いや卒業要件はもちろんのこと、履修上の規則等を十分理解し、綿密な学
修計画を立てることが必要です。

　編入学前の短期大学等において修得した単位は、当該短期大学等における学修を尊重
し、その科目の分野等を問わず、62単位を包括・弾力的に本学において修得したもの
として認定します。

 　前述の［１］で認定される62単位の他に、編入学前の短期大学等において単位を修
得した授業科目で、その内容が本学で開設する授業科目に相当し、かつ当該授業科目の
単位として認定することが教育上有益と認められる場合は、８単位を上限として単位を
追加認定します。
　ただし、個別認定する単位数は［１］で認定する62単位と合わせて、編入学前の短
期大学等において修得した総単位数を超えないものとします。

［1］
包括・弾力認定

［2］個別認定（α）

修業年限　通算２年（４学期） 在学期間　通算4年（8学期）以内
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個別認定申請方法

対　　象 入学前（2022年度編入学生）

申　請　期　間 ３月30日（水）～４月５日（火）

申　請　書　類

①　単位認定申請書兼単位認定通知書（本学所定様式）
② 　認定申請する科目の授業内容を明らかにする文書で、次のa又はbの
いずれかのもの
　ａ　出身校が発行した授業内容の証明書
　ｂ　シラバス（写）
注意１　 ②について、英語以外の外国語で記載されている場合は、日本語又

は英語の訳文を添付してください。
注意２　 外国の短期大学等で修得した単位の認定を希望する場合及び②のa

又はbのいずれの書類も用意できない場合は、事前に学事課（教務
担当）で相談してください。

所定様式配布及び
申請書類提出先 学事課（教務担当）

個別認定発表 ４月12日（火）
　学事課（教務担当）で単位認定通知書を直接本人へ交付します。

注意　 外国の短期大学等で修得した科目は、単位制によらない場合や、単位の換算基準が異なることが
ありますので、本学所定の様式により総授業時間数等を申告してください。（成績証明書等に時間
数の記載がない場合は、出身校に問い合わせの上、申告してください。）

個別認定申請と履修登録
　個別認定申請と履修登録手続の流れは、次のとおりです。
　年間の受講計画を立てる際は、申請する科目がすべて認定されることを前提に検討し、
履修登録は行わないでください。
　なお、履修登録修正期間は、授業開始から数日が経過しており、学修に支障をきたす
ことがあるので、認定申請に当たっては、十分に検討し、安易な申請は慎んでください。

履修登録修正期間　４月12日（火）～17日（日）

注意　 認定されなかった科目がある場合は、年間受講計画を見直し、履修登録内容を修正する必要
がある場合は履修登録修正期間内に必ず修正してください。

個別認定申請科目を決める

個別認定申請必要書類準備

個別認定発表　４月12日（火）

履修登録期間　３月29日（火）～４月１日（金）
※ 個別認定申請する科目は、履修登録を行
わないでください。

個別認定申請　３月30日（水）～４月５日（火）
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